
藤岡市・鬼石町合併協議会だより （1）

　
去
る
８
月
２５
日
（
水
）
午
後
２

時
よ
り
、
鬼
石
町
役
場
を
会
場
に

第
２
回
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
協

議
会
が
開
催
さ
れ
、
全
１5
議
案
を

提
案
、
う
ち
地
域
審
議
会
の
設
置

を
は
じ
め
新
市
建
設
計
画
作
成
や

議
会
議
員
の
任
期
等
の
検
討
を
す

る
た
め
の
、
２
つ
の
小
委
員
会
の

設
置
な
ど
１0
議
案
が
承
認
さ
れ
、

合
併
の
期
日
や
、
町
・
字
の
区
域

及
び
名
称
の
取
扱
い
な
ど
５
議
案

に
つ
い
て
継
続
審
議
と
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
藤
岡
市
・
鬼
石
町
地
域

が
、
８
月
２
日
付
け
で
群
馬
県
合

併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
国
や
県
か
ら
技
術
的
、

財
政
的
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

　
群
馬
県
内
で
こ
れ
ま
で
に
、
１６

地
域
４２
市
町
村
が
こ
の
指
定
を
受

け
て
い
ま
す
。
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１
　
鬼
石
町
の
一
般
職
の
職
員
は
、す
べ
て
藤

岡
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

２
　
職
員
数
に
つ
い
て
は
、新
市
に
お
い
て

定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、定
員
管
理
の

適
正
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
職
名
に
つ
い
て
は
、人
事
管
理
及
び
職

員
の
処
遇
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
、

統
一
を
図
る
も
の
と
す
る
。

４
　
鬼
石
町
の
職
員
の
任
免
、給
与
そ
の
他

の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、藤
岡
市
の

職
員
と
不
均
衡
が
生
じ
な
い
よ
う
、公
正
に

取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

第
５
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
審
議

会
を
合
併
前
の
鬼
石
町
の
区
域
に
設
置
す

る
。

　
な
お
、地
域
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に

関
し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、別
紙

「
地
域
審
議
会
の
設
置
に
関
す
る
協
議
」
の

と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
鬼
石
町
の
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務
は
、

す
べ
て
藤
岡
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

１
　
鬼
石
町
三
波
川
財
産
区
は
、現
行
の
と

お
り
存
続
す
る
。

２
　
財
産
区
が
所
有
す
る
財
産
は
、財
産
区

有
財
産
と
し
て
、藤
岡
市
に
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

１
　
鬼
石
町
の
常
勤
の
特
別
職
の
職
員

（
三
役
及
び
教
育
長
）は
、合
併
に
よ
り
町
の

法
人
格
が
消
滅
す
る
た
め
失
職
す
る
。

２
　
鬼
石
町
の
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員

に
つ
い
て
は
、合
併
に
よ
り
町
の
法
人
格
が

消
滅
す
る
た
め
失
職
す
る
。

　
た
だ
し
、新
市
に
お
い
て
の
各
種
事
務
事

業
の
効
果
的
な
運
営
や
住
民
福
祉
向
上
の

観
点
か
ら
検
討
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
職
の
必
要

性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、調
整
を
行
う

も
の
と
す
る
。

　
条
例
、規
則
等
に
つ
い
て
は
、藤
岡
市
の
条

例
、規
則
等
を
適
用
す
る
。

　
た
だ
し
、各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
内
容

を
踏
ま
え
、条
例
、規
則
等
の
新
規
制
定
、全

部
改
正
、一
部
改
正
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

１
　
新
市
の
事
務
組
織
及
び
機
構
は
部
制

と
し
、次
の
調
整
方
針
に
基
づ
き
調
整
す

る
。

　
　
　
新
市
の
組
織
は
、住
民
サ
ー
ビ
ス
が

　
低
下
し
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
。

　
　
　
住
民
に
わ
か
り
や
す
く
、利
用
し
や

　
す
い
組
織
・
機
構

　
　
　
住
民
の
声
を
適
正
に
反
映
で
き
る

　
組
織
・
機
構

　
　
　
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構

　
　
　
両
市
町
の
現
庁
舎
は
、合
併
時
よ

　
り
、藤
岡
市
の
庁
舎
を
本
庁
舎
に
、鬼
石

　
町
の
庁
舎
を
総
合
支
所
と
す
る
。

２
　
公
共
施
設
は
、各
施
設
の
特
徴
や
必
要

性
を
慎
重
に
検
討
し
た
う
え
で
、合
併
時
ま

た
は
合
併
後
に
存
続
、統
合
、廃
止
す
る
。

　
電
算
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、藤
岡
市
の

電
算
シ
ス
テ
ム
に
統
合
す
る
。

　
な
お
、住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
シ
ス
テ
ム
の
統
一
を
図
り
、合
併
時
に

正
常
に
稼
動
で
き
る
よ
う
に
調
整
す
る
も

の
と
す
る
。
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地
域
審
議
会
は
、「
合
併
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
政
区
域
が
広
が
り
、住
民
の
み

な
さ
ん
の
声
が
新
市
の
施
策
に
反
映
さ

れ
な
く
な
る
の
で
は
」
な
ど
の
心
配
に
応

え
る
た
め
、合
併
前
の
旧
市
町
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
設
置
に
は
、あ
ら
か
じ
め
合
併
前
に

関
係
市
町
と
協
議
し
、関
係
市
町
毎
に
議

会
の
議
決
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　
そ
の
主
な
任
務
は
、「
新
市
建
設
計
画
」

に
あ
る
事
業
等
が
変
更
さ
れ
る
場
合
や
そ

の
執
行
状
況
な
ど
、市
長
が
必
要
と
認
め

る
事
項
に
つ
い
て
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て

審
議
し
、答
申
す
る
こ
と
や
、地
域
課
題

等
に
つ
い
て
市
長
に
提
言
し
た
り
、地
域

テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
こ

と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
設
置
期
間
に
つ
い
て
は
、合
併
し
た
市

町
が
す
み
や
か
に
一
体
と
な
る
た
め
に
も
、

合
併
後
１０
年
以
内
が
適
当
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
本
協
議
会
に
お
い
て
は
、鬼
石
町
に
地

域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

　「議会議員の任期及び定数の取扱い」と「新市建設計画作成」について調査、審議を行うために小委員

会を設置する事となりました。小委員会の委員は、合併協議会の委員から会長が指名する事となっており、

次のとおり選任されました。

議会議員

学 識 者

共 　 通
学 識 者

藤 岡 市

藤 岡 市

鬼 石 町

鬼 石 町

藤 岡 市

藤 岡 市

藤 岡 市

鬼 石 町

鬼 石 町

藤岡行政事務所

藤岡保健福祉事務所

針 谷 　 賢 一

吉 田 　 達 哉

稲 垣 　 一 秀

山 田 　 朱 美

竹 村 　 　 省

長 　 　 克 優

石 川 　 勝 子

久 米 　 斐 川

中 谷 き み 江

小 林 　 　 寛

矢 島 　 　 篤
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藤
岡
市
と
鬼
石
町
が

合
併
し
た
ら
、新
し
い
市

の
名
称
に
な
る
の
で

す
か
。

　
　
第
１
回
の
合
併

協
議
会
で
、新
市
の
名

称
は
「
藤
岡
市
」
と
す

る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　
　
い
つ
か
ら
新
し
い
藤

岡
市
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
す
か
。

　
　
現
在
ま
で
の
協
議
で
は
、平
成

１８
年
の

３
月
末
日（
合
併
特
例
法
の
適
用
期
限
）ま
で

の
期
間
に
合
併
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お

り
、第
４
回
協
議
会（

１０
月
開
催
）ま
で
に
協

議
決
定
す
る
予
定
で
す
。

　
　
鬼
石
町
役
場
は
、な
く
な
る
の
で
す
か
。

　
　
藤
岡
市
の
庁
舎
を
本
庁
舎
に
、鬼
石
町
の

庁
舎
を
総
合
支
所
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
８
月
２５
日
付
で
、鬼
石
町
区
長
会
代

表
の
新
井
和
三
氏
が
、新
井
武
明
氏
に

変
更
に
な
り
ま
し
た
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、会

場
に
直
接
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

会
議
開
始

１５
分
前
に
傍
聴
証

を
お
渡
し
し
ま
す
。そ
の
時
点
で

定
員

３０
人
を
超
え
た
場
合
は
抽

選
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
期
日�

平
成

１６
年
９
月

２４
日

（金） 

�

午
後
２
時

▽
場
所�

藤
岡
市
役
所

�

中
庁
舎
３
階
大
会
議
室

　
新
市
建
設
計
画
は
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
踏
ま

え
、
「
藤
岡
市
・
鬼
石
町
新
市
将
来
構

想
」
を
基
本
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
な

施
策
を
掲
げ
な
が
ら
新
市
の
将
来
の
方

向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
方
針
で
作
成
す
る
。

　
本
計
画
は
、
藤
岡
市
及
び
鬼
石
町
の

合
併
に
よ
る
新
市
の
一
体
性
の
速
や
か

な
確
立
と
住
民
の
福
祉
の
向
上
に
努
め

る
と
と
も
に
、
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展

を
図
り
、
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合

的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　
本
計
画
は
、
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
基
本
方
針
、
こ
れ
を
実
現
し
て

い
く
た
め
の
主
要
事
業
、
公
共
的
施
設

の
統
合
整
備
及
び
財
政
計
画
を
中
心
と

し
て
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
本
計
画
の
基
本
方
針
は
、
藤
岡
市
及

び
鬼
石
町
の
現
状
を
見
据
え
、
将
来
を

展
望
し
た
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

　
本
計
画
に
お
け
る
主
要
事
業
、
公
共

的
施
設
の
整
備
及
び
財
政
計
画
は
、
合

併
後
お
お
む
ね
１０
年
間
に
つ
い
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。

　
　
各
市
町
村
の
総
合
計
画
や
県
の
計

　
画
と
の
整
合
性
を
図
り
、
地
域
の
特

　
色
を
生
か
し
た
、
よ
り
効
果
的
な
ま

　
ち
づ
く
り
に
努
め
る
。

　
　
ハ
ー
ド
面
の
み
な
ら
ず
、
各
種
ソ

　
フ
ト
面
の
再
構
築
に
つ
い
て
も
配
慮

　
す
る
。

　
　
真
に
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
有
効
で

　
必
要
不
可
欠
な
事
業
を
選
択
し
、合
理

　
的
で
健
全
な
行
財
政
運
営
を
図
る
。

　
　
旧
市
町
意
識
を
早
期
に
解
消
し
、

　
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
一
体
的
に
推

　
進
す
る
環
境
基
盤
の
確
立
を
図
る
。

　
　
財
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
方
交

　
付
税
、
国
や
県
の
補
助
金
、
地
方
債

　
等
の
依
存
財
源
を
過
大
に
見
積
も
る

　
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
　
各
市
町
で
開
催
さ
れ
た
住
民
説
明

　
会
等
で
出
さ
れ
た
住
民
か
ら
の
意

　
見
、
要
望
等
を
十
分
考
慮
す
る
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協
議
会
だ
よ
り
第
１
号
の
４
頁
に
掲
載
し

た
「
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
に

お
け
る
合
併
の
期
日
の
記
載
に
つ
い
て
、（
た

だ
し
、期
限
は
２
０
０
６
・
６
・
３１
）
と
あ
り
ま

し
た
が
、２
０
０
６
・
３
・
３１
の
誤
り
で
し
た
。

こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。


